
議

案

第

四

号

杉

並

区

介

護

保

険

給

付

費

準

備

基

金

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

八

年

二

月

二

十

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

介

護

保

険

給

付

費

準

備

基

金

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

第

一

条

杉

並

区

介

護

保

険

給

付

費

準

備

基

金

条

例

（

平

成

十

二

年

杉

並

区

条

例

第

三

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

中

「

事

業

運

営

期

間

」

を

「

計

画

期

間

」

に

改

め

る

。

第

六

条

中

「

保

険

給

付

」

の

下

に

「

及

び

地

域

支

援

事

業

」

を

加

え

る

。

第

二

条

杉

並

区

介

護

保

険

高

額

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

等

資

金

貸

付

基

金

条

例

（

平

成

十

二

年

杉

並

区

条

例

第

三

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

中

「

高

額

居

宅

支

援

サ

ー

ビ

ス

費

」

を

「

高

額

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

費

」

に

改

め

る

。

第

三

条

第

三

号

中

「

（

第

五

十

三

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

」

を

「

、

第

四

十

二

条

の

二

第

七

項

」

に

、

「

（

第

五

十

八

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

及

び

第

四

十

八

条

第

六

項

」

を

「

、

第

四

十

八

条

第

五

項

、

第

五

十

一

条

の

二

第

五

項

、

第

五

十

三

条

第

五

項

、

第

五

十

四

条

の

二

第

七

項

、

第

五

十

八

条

第

五

項

及

び

第

六

十

一

条

の

二

第

五

項

」

に

改

め

る

。

第

三

条

杉

並

区

事

務

手

数

料

条

例

（

平

成

十

二

年

杉

並

区

条

例

第

二

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。



別

表

第

一

の

七

の

項

か

ら

十

の

項

ま

で

の

規

定

中

「

臨

床

検

査

技

師

、

衛

生

検

査

技

師

等

に

関

す

る

法

律

」

を

「

臨

床

検

査

技

師

等

に

関

す

る

法

律

」

に

改

め

る

。

第

四

条

杉

並

区

高

齢

者

住

宅

条

例

（

平

成

九

年

杉

並

区

条

例

第

二

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

五

条

第

四

項

第

七

号

中

「

又

は

既

存

使

用

者

若

し

く

は

」

を

「

、

既

存

使

用

者

又

は

」

に

、

「

に

よ

り

、

」

を

「

そ

の

他

既

存

使

用

者

又

は

同

居

者

の

世

帯

構

成

及

び

心

身

の

状

況

か

ら

み

て

」

に

改

め

る

。

第

五

条

杉

並

区

営

住

宅

条

例

（

平

成

九

年

杉

並

区

条

例

第

二

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。第

五

条

第

四

項

第

七

号

中

「

又

は

既

存

使

用

者

若

し

く

は

」

を

「

、

既

存

使

用

者

又

は

」

に

、

「

に

よ

り

、

」

を

「

そ

の

他

既

存

使

用

者

又

は

同

居

者

の

世

帯

構

成

及

び

心

身

の

状

況

か

ら

み

て

」

に

改

め

る

。

附

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

一

条

及

び

第

二

条

の

規

定

は

平

成

十

八

年

四

月

一

日

か

ら

、

第

三

条

の

規

定

は

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

提

案

理

由

）

介

護

保

険

法

等

の

一

部

が

改

正

さ

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

所

要

の

規

定

の

整

備

を

図

る

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

介

護

保

険

給

付

費

準

備

基

金

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

（

抄

）

第

一

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

介

護

保

険

給

付

費

準

備

基

金

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

設

置

）

（

設

置

）

第

一

条

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

第

一

条

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

）

第

百

四

十

七

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

三

号

）

第

百

四

十

七

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

計

画

期

間

に

お

け

る

財

政

の

均

衡

を

保

つ

る

事

業

運

営

期

間

に

お

け

る

財

政

の

均

衡

を

保

つ

た

め

、

杉

並

区

介

護

保

険

給

付

費

準

備

基

金

（

以

た

め

、

杉

並

区

介

護

保

険

給

付

費

準

備

基

金

（

以

下

「

基

金

」

と

い

う

。

）

を

設

置

す

る

。

下

「

基

金

」

と

い

う

。

）

を

設

置

す

る

。

（

処

分

）

（

処

分

）

第

六

条

基

金

は

、

介

護

保

険

に

係

る

保

険

給

付

及

第

六

条

基

金

は

、

介

護

保

険

に

係

る

保

険

給

付

び

地

域

支

援

事

業

に

要

す

る

費

用

に

不

足

が

生

じ

に

要

す

る

費

用

に

不

足

が

生

じ

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

不

足

の

財

源

に

充

て

る

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

不

足

の

財

源

に

充

て

る

た

め

、

そ

の

全

部

又

は

一

部

を

処

分

す

る

こ

と

が

た

め

、

そ

の

全

部

又

は

一

部

を

処

分

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

で

き

る

。

第

二

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

介

護

保

険

高

額

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

等

資

金

貸

付

基

金

条

例

の

一

部

改

正

）

資 料
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新

条

例

旧

条

例

（

設

置

）

（

設

置

）

第

一

条

杉

並

区

の

介

護

保

険

の

被

保

険

者

が

介

護

第

一

条

杉

並

区

の

介

護

保

険

の

被

保

険

者

が

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

。

以

下

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

五

十

一

条

に

規

定

す

る

高

「

法

」

と

い

う

。

）

第

五

十

一

条

に

規

定

す

る

高

額

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

又

は

第

六

十

一

条

に

規

定

す

額

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

又

は

第

六

十

一

条

に

規

定

す

る

高

額

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

費

そ

の

他

の

保

険

給

る

高

額

居

宅

支

援

サ

ー

ビ

ス

費

そ

の

他

の

保

険

給

付

（

以

下

「

高

額

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

等

」

と

い

付

（

以

下

「

高

額

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

等

」

と

い

う

。

）

の

支

給

対

象

と

な

る

介

護

サ

ー

ビ

ス

を

受

う

。

）

の

支

給

対

象

と

な

る

介

護

サ

ー

ビ

ス

を

受

け

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

介

護

サ

ー

ビ

ス

を

受

け

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

介

護

サ

ー

ビ

ス

を

受

け

る

た

め

に

必

要

な

資

金

（

以

下

「

資

金

」

と

い

け

る

た

め

に

必

要

な

資

金

（

以

下

「

資

金

」

と

い

う

。

）

を

貸

し

付

け

る

こ

と

に

よ

り

、

被

保

険

者

う

。

）

を

貸

し

付

け

る

こ

と

に

よ

り

、

被

保

険

者

の

生

活

の

安

定

を

図

る

た

め

、

杉

並

区

介

護

保

険

の

生

活

の

安

定

を

図

る

た

め

、

杉

並

区

介

護

保

険

高

額

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

等

資

金

貸

付

基

金

（

以

下

高

額

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

等

資

金

貸

付

基

金

（

以

下

「

基

金

」

と

い

う

。

）

を

設

置

す

る

。

「

基

金

」

と

い

う

。

）

を

設

置

す

る

。

（

借

受

け

の

資

格

）

（

借

受

け

の

資

格

）

第

三

条

資

金

の

貸

付

け

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

第

三

条

資

金

の

貸

付

け

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

者

は

、

次

に

掲

げ

る

要

件

を

備

え

て

い

な

け

れ

ば

者

は

、

次

に

掲

げ

る

要

件

を

備

え

て

い

な

け

れ

ば
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資 料

な

ら

な

い

。

な

ら

な

い

。

一

及

び

二

略

一

及

び

二

略

三

自

己

が

受

け

た

介

護

サ

ー

ビ

ス

に

要

し

た

費

三

自

己

が

受

け

た

介

護

サ

ー

ビ

ス

に

要

し

た

費

用

に

つ

い

て

、

法

第

四

十

条

各

号

又

は

第

五

十

用

に

つ

い

て

、

法

第

四

十

条

各

号

又

は

第

五

十

二

条

各

号

に

定

め

る

保

険

給

付

（

第

四

十

一

条

二

条

各

号

に

定

め

る

保

険

給

付

（

第

四

十

一

条

第

七

項

、

第

四

十

二

条

の

二

第

七

項

第

七

項

（

第

五

十

三

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

、

第

四

十

六

条

第

五

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

、

第

四

十

六

条

第

五

項

、

第

四

十

八

条

第

五

項

、

第

五

十

一

条

の

二

項

（

第

五

十

八

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

さ

れ

第

五

項

、

第

五

十

三

条

第

五

項

、

第

五

十

四

条

る

場

合

を

含

む

。

）

及

び

第

四

十

八

条

第

六

項

の

二

第

七

項

、

第

五

十

八

条

第

五

項

及

び

第

六

十

一

条

の

二

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

支

給

が

あ

の

規

定

に

よ

り

支

給

が

あ

っ

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

場

合

そ

の

他

規

則

で

っ

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

場

合

そ

の

他

規

則

で

定

め

る

場

合

を

除

く

。

）

を

受

け

る

見

込

み

が

定

め

る

場

合

を

除

く

。

）

を

受

け

る

見

込

み

が

あ

る

こ

と

。

あ

る

こ

と

。

四

略

四

略

第

四

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

高

齢

者

住

宅

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例
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（

使

用

者

の

公

募

等

）

（

使

用

者

の

公

募

等

）

第

五

条

略

第

五

条

略

２

及

び

３

略

２

及

び

３

略

４

区

長

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

掲

げ

る

事

４

区

長

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

掲

げ

る

事

由

に

係

る

者

に

対

し

て

は

、

第

一

項

の

規

定

に

か

由

に

係

る

者

に

対

し

て

は

、

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

公

募

を

行

わ

な

い

で

区

営

高

齢

者

住

か

わ

ら

ず

、

公

募

を

行

わ

な

い

で

区

営

高

齢

者

住

宅

の

使

用

を

許

可

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

宅

の

使

用

を

許

可

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

～

六

略

一

～

六

略

七

現

に

区

営

高

齢

者

住

宅

等

を

使

用

し

て

い

る

七

現

に

区

営

高

齢

者

住

宅

等

を

使

用

し

て

い

る

者

（

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

既

存

使

用

者

」

者

（

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

既

存

使

用

者

」

と

い

う

。

）

の

同

居

者

の

人

数

に

増

減

が

あ

っ

と

い

う

。

）

の

同

居

者

の

人

数

に

増

減

が

あ

っ

た

こ

と

、

既

存

使

用

者

又

は

同

居

者

が

た

こ

と

又

は

既

存

使

用

者

若

し

く

は

同

居

者

が

加

齢

、

病

気

等

に

よ

っ

て

日

常

生

活

に

身

体

の

加

齢

、

病

気

等

に

よ

っ

て

日

常

生

活

に

身

体

の

機

能

上

の

制

限

を

受

け

る

者

と

な

っ

た

こ

と

そ

機

能

上

の

制

限

を

受

け

る

者

と

な

っ

た

こ

と

に

の

他

既

存

使

用

者

又

は

同

居

者

の

世

帯

構

成

及

よ

り

、

び

心

身

の

状

況

か

ら

み

て

区

長

が

使

用

者

を

募

区

長

が

使

用

者

を

募

集

し

よ

う

と

し

て

い

る

区

営

高

齢

者

住

宅

に

当

集

し

よ

う

と

し

て

い

る

区

営

高

齢

者

住

宅

に

当

該

既

存

使

用

者

が

入

居

す

る

こ

と

が

適

切

で

あ

該

既

存

使

用

者

が

入

居

す

る

こ

と

が

適

切

で

あ

る

こ

と

。

る

こ

と

。
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資 料

八

略

八

略

第

五

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

営

住

宅

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

使

用

者

の

公

募

等

）

（

使

用

者

の

公

募

等

）

第

五

条

略

第

五

条

略

２

及

び

３

略

２

及

び

３

略

４

区

長

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

掲

げ

る

事

４

区

長

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

掲

げ

る

事

由

に

係

る

者

に

対

し

て

は

、

第

一

項

の

規

定

に

か

由

に

係

る

者

に

対

し

て

は

、

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

公

募

を

行

わ

な

い

で

区

営

住

宅

の

使

か

わ

ら

ず

、

公

募

を

行

わ

な

い

で

区

営

住

宅

の

使

用

を

許

可

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

用

を

許

可

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

～

六

略

一

～

六

略

七

現

に

区

営

住

宅

等

を

使

用

し

て

い

る

者

（

以

七

現

に

区

営

住

宅

等

を

使

用

し

て

い

る

者

（

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

既

存

使

用

者

」

と

い

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

既

存

使

用

者

」

と

い

う

。

）

の

同

居

者

の

人

数

に

増

減

が

あ

っ

た

こ

う

。

）

の

同

居

者

の

人

数

に

増

減

が

あ

っ

た

こ

と

、

既

存

使

用

者

又

は

同

居

者

が

加

と

又

は

既

存

使

用

者

若

し

く

は

同

居

者

が

加

齢

、

病

気

等

に

よ

っ

て

日

常

生

活

に

身

体

の

機

齢

、

病

気

等

に

よ

っ

て

日

常

生

活

に

身

体

の

機

能

上

の

制

限

を

受

け

る

者

と

な

っ

た

こ

と

そ

の

能

上

の

制

限

を

受

け

る

者

と

な

っ

た

こ

と

に

よ
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他

既

存

使

用

者

又

は

同

居

者

の

世

帯

構

成

及

び

り

、

心

身

の

状

況

か

ら

み

て

区

長

が

使

用

者

を

募

集

区

長

が

使

用

者

を

募

集

し

よ

う

と

し

て

い

る

区

営

住

宅

に

当

該

既

存

使

し

よ

う

と

し

て

い

る

区

営

住

宅

に

当

該

既

存

使

用

者

が

入

居

す

る

こ

と

が

適

切

で

あ

る

こ

と

。

用

者

が

入

居

す

る

こ

と

が

適

切

で

あ

る

こ

と

。

八

略

八

略

５

略

５

略




